
「新型コロナウイルス感染症に対応した学生の修学上の取扱い」対応早見表
（R02.3.6）

大学への連絡・報告を求めるケース 修学上の措置 報 告 す る 事 項

１ 次の症状に該当し，「帰国者・接触者相談センター」に 登校停止 <報告 Ａ>
電話相談した場合 ①氏名／学籍番号

②所属コース・学年・指導教
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続く。 員氏名
（解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む） ③住所・住居（学生宿舎，ア

パートは部屋番号まで）
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。 ④現在の症状

⑤発熱，咳などの症状が現れ
→ 相談の結果と症状を，大学に報告すること。 た日

<報告 Ａ> ⑥受診・相談した医療機関
（所在地も）

⑦医師等の所見，受診・相談
２ 相談センターの指示により，医療機関を受診した場合 登校停止 後の措置

⑧本人の電話番号，連絡方法
→ 医療機関の診断結果や指示内容を，大学に報告 ⑨家族の住所（市町村名），
すること。 <報告 Ａ> 電話番号

３ ※新型コロナウイルスの感染が診断された場合 登校停止 <報告 Ｂ>
①氏名／学籍番号

→ 医療機関の指示内容を，大学に報告すること。 ②所属コース・学年・指導教
<報告 Ｂ> 員氏名

③住所・住居（学生宿舎，ア
パートは部屋番号まで）

主治医が治癒したと診断した場合 登校停止 ④感染症と診断された日
を解除 ⑤受診した医療機関（所在地

→ 医療機関の診断書等を，大学に提出すること。 も）
↓

⑥現在の症状
登校可能 ⑦医師の所見，診断後の措置

（入院か，自宅療養か）
４ ウイルスの感染が診断されず，自宅療養する場合 登校停止 ⑧発熱，咳などの症状が現れ

た日
⑨症状が現れた日以降におけ
る本学関係者との接触状況
（授業等の出席状況を含む）

主治医が治癒したと診断した場合 登校停止 ⑩過去１か月以内における外
を解除 国渡航，国内旅行の有無

→ 医療機関の診断書等を，大学に提出すること。 （旅行した期間，国名，都
↓

市名，交通機関など）
登校可能 ⑪本人の電話番号，連絡方法

⑫家族の住所（市町村名），
５ ※「濃厚接触者」であることがわかった場合 自宅待機 電話番号

（同居する家族が感染した場合など）
＊14日間の

→ 感染者との接触状況等を，大学に報告すること。 健康観察 <報告 Ｃ>
<報告 Ｃ> ①氏名／学籍番号

②所属コース・学年・指導教
員氏名

感染症の症状が現れた場合 登校停止 ③住所・住居（学生宿舎，ア
パートは部屋番号まで）

→ 本人の症状を，大学に報告すること。 <報告 Ａ> ④感染者との関係
⑤感染者との接触があった日
・場所及び他の濃厚接触者

医療機関で感染していないことが確認された場合 自宅待機 ⑥本人の体調，症状の有無
を解除 ⑦病院等受診の有無，病院名，

→ 医療機関の診断書等を，大学に提出すること。 医師の所見
↓

⑧受診後の措置（入院，自宅
登校可能 療養，経過観察など）

１４日の観察期間が経過し，体調に異状がない場合 ⑨感染者との接触があった日
以降における本学関係者と

→ 健康状態を，大学に報告すること。 の接触状況
（授業等の出席状況を含む）
⑩今後の予定

報告・提出は「保健管理センター」へ。報告は電話かメールで行うこと。 ⑪本人の電話番号，連絡方法

電 話：025-521-3642 メール：hoken＠juen.ac.jp
⑫家族の住所（市町村名），
電話番号

※印の場合，休日・夜間は，警備室（025-521-3300）へ電話連絡すること。


